
会長 宿利原 勝吉
会長代理 近川 正人
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４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２３年第９回錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。

本日の総会は、全員出席となっています。
本日の総会は、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立しております。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項に規定する会議録署名委員ですが、
議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

議案第３２号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について

第２ 附議事項

第１ 議事録署名委員の指名

議案第３３号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

議案第３１号 農地法第３条許可申請について

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

２、開催場所 錦江町本庁 ２階庁議室

３、出席委員（２０人）

１、開催日時 平成２３年１２月２０日（火）午後３時から

事務局職員 松元 辰朗 事務局長 折久木 まり子 書記 中野 好太郎 書記

欠席委員 なし



全 委 員 なし。

議 長 それでは異議ないということですので、１２番の貫見和洋委員と１３番の鮫島廣幸委員を
指名致します。

宜しくお願い致します。

それでは、会務報告について事務局から報告と説明をお願いします。

事務局 会務報告と説明

議 長 只今の会務報告について、何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし

議 長 会務報告を終わりまして付議事項に入ります。議案第３１号農地法第３条許可申請につい
て提案いたします。説明をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号１３号の譲渡人は、Ｍ・Ｙさん鹿児島市在住の方です。
経営規模は、自作地２，０４０㎡です。
申請地は、馬場木場ノ上４２２番２３、地目は台帳現況とも田、地積は１，１９１㎡。

次に馬場木場ノ上４２２番２６、地目は台帳現況とも田、地積は２４９㎡。
次に馬場柳ケ迫３１３８番５、地目は台帳現況とも畑、地積は６００㎡となっています。

譲受人は、Ｎ・ＩさんでＦ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地５４０㎡、小作地１，９０９㎡を耕作されてい

ます。
調査委員は、１７番の寺田委員となっております。この件につきましては、先月保留と

なっていた分でございまして、調査報告については、前回不明であった点を明確に報告して
頂きたいと思います。

議 長 寺田委員調査報告をお願いします。

１７番
寺田委員

報告申し上げます。今月の１５日に先月保留になった件に関しまして、再度確認に行って
まいりました。その結果、今回譲受される分に関しましては、Ｎ・Ｉさん自身が作るという
ことをはっきり確認してまいりました。あとＫさん 歳の後継者がいらっしゃいますが、遠
くない将来帰ってきて農業をやるのだというようなこともありますし、先月説明しましたと
おり他の耕作地も的確に有効に管理されていましたので何ら問題ないと思います。宜しくお
願いします。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは、農地法第３条許可申請、受付番号１３号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成ですので農地法第３条許可申請 受付番号１３号は許可することに決定しまし
た。

次をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号１６号の譲渡人は、Ｔ・Ｙさん兵庫県在住の方です。
経営規模は、自作地５２６㎡です。
申請地は、馬場宮下１８０８番１、地目は台帳現況とも田、地積は５２６㎡です。
譲受人は、Ｆ・ＹさんでＹ自治会の方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地７，７１７㎡を耕作されています。
調査委員は、１１番の宿利原委員にお願いします。権利の取得要件を中心に報告くださ

い。

１１番
宿利原委

員

それでは調査報告を致します。Ｔ・ＹさんとＦ・Ｙさんは、兄弟でＴさんが長男で兵庫県
に住んでおります。以前からこの田を耕作しておりまして、夫婦で牛を５頭養っておりま
す。何ら問題なく、要件をすべてクリアしているので問題ないかと思います。



議 長 調査報告を行いましたが、質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂
きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは、農地法第３条許可申請、受付番号１６号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成ですので農地法第３条許可申請、受付番号１６号は許可することに決定しまし
た。

以上で議案第３１号、農地法第３条許可申請を終わりまして、次に議案第３２号 農業経
営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画（所有権移転）について
提案します。説明をお願いします。

事務局 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画（所有権移転）
の錦江町長に対する要請について受付番号５号の譲渡人は、Ｓ・Ｙさん霧島市在住の方で
す。

経営規模は、自作地６２０㎡です。
申請地は、城元平野７３５番３、地目は台帳現況とも田、地積は６２０㎡となっていま

す。
譲受人は、Ｔ・ＳさんでＫ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員３、労働力３、自作地６，４３７㎡、小作地１，４７４㎡を耕作され

ています。
調査委員は、４番の木原委員となっております。権利の取得要件を中心に調査報告をお願

いします。

議 長 木原委員調査報告をお願いします。

４番
木原委員

譲渡人の方は、Ｍ自治会の出身の方でありまして、旧国分市の方に住んでいる方でありま
す。譲受人の方は、Ｔ・Ｓさんといいまして、お父さんの方がＩ・Ｓさんということで農産
物の仲介をされているということでご存じの方が多いと思います。その息子さんでありまし
て 歳であります。この方は認定農業者でもありますので農業経営基盤強化促進法に基づい
た所有権移転をお願いしたところでありまして、同法に基づく基準は全て満たしております
ので問題は無いと思います。

この土地につきましては、先月あっせん申し出があった分でありまして、道路に付いてい
ない不利な土地ということで、道路側はＳさんがハウスを設置しているためにＳさん以外は
耕作できない状況で、出入りが出来ない状況でありましたのでＳさんの方に相談をいたしま
して、あっせんが成立したものであります。金額については、６０万円で折り合いをつけま
したが、安いと思われますがＹさんの方は５０万円でも良いから売ってくださいと、Ｓさん
以外は相談はいかないということでありましたが、１畝の１０万円どうしてもということで
６０万円でお願いして成立したものであります。以上です。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

木原委員 それから農地移動適正化あっせん譲受候補名簿にも登載されているということで、問題は
無いと私は思いました。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは、農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画（所
有権移転）の錦江町長に対する要請について、受付番号５号に賛成の委員の挙手を求めま
す。

全委員 全委員挙手



議 長 全委員賛成でございますので、農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用
地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について、受付番号５号は原案のと
おり決定しました。

議案第３２号を終わりまして、議案第３３号農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規
定による農用地利用集積計画（利用権の設定）の錦江町長に対する要請について提案いたし
ます。

事務局 それでは７ページからですが、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画利用
権の設定の受付番号２９１号から３４５号までを提案します。

受付番号２９１号の貸人は、Ｋ・Ｓさん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、田代川原都合山４６７６番３、地目は田、地積は４，０４９㎡の内１，９５０

㎡です。
期間は、平成２４年１月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１万円です。
借り人は、Ｋ・ＫさんでＵ自治会の方です。新規です。
調査委員は東郷委員となっています。

次に受付番号２９２号の貸人は、Ｈ・Ｋさん、鹿屋市の方です。
申請地は、田代川原下萩ノ隅１２番、地目は田、地積は７１８㎡です。
期間は、平成２３年１２月２３日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は１万円です。
借り人は、Ｋ・ＴさんでＴ自治会の方です。継続です。
調査委員は、貫見委員となっています。

次の受付番号２９３号から３０２号の貸人は、Ｍ・Ｍさん、千葉県の方です。
申請地は、神川二子塚８０９８番、地目は畑、地積は１，１５０㎡。

次に神川二子塚８１０８番、地目は畑、地積は７８０㎡。
次に神川西大久保４０５２番３７、地目は畑、地積は６２８㎡。
次に神川石ヶ峯４０５４番ロ、地目は畑、地積は１，０６７㎡。
次に神川西道原８３１５番、地目は畑、地積は９７８㎡。
次に神川西道原８３１７番、地目は畑、地積は９２８㎡。
次に神川西道原８３３３番、地目は畑、地積は１，０７４㎡。
次に神川桜原８３９０番、地目は畑、地積は９０５㎡。
次に神川桜原８３９１番、地目は畑、地積は７８６㎡。
次に神川桜原８３９２番、地目は畑、地積は２６１㎡となっています。
合計８，５５７㎡となっております。

期間は、平成２４年１月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で５万円です。
借り人は、Ｍ・ＳさんでＳ自治会の方です。新規となっています。
調査委員は、鮫島委員です。

次に受付番号３０３号の貸人は、Ａ・Ｋさん、鹿児島市の方です。
申請地は、神川西道原一４０３７番ロ、地目は畑、地積は１，９８３㎡です。
期間は、平成２４年１月１日から平成２６年１２月１４日までとなっています。
小作料は１万円です。
借り人は、前号のＭ・Ｓさんです。これも新規です。
調査委員は、鮫島委員です。

次に受付番号３０４号の貸人は、Ｙ・Ｈさん、大阪府の方です。
申請地は、神川西道原一４０３９番、地目は畑、地積は３，１２０㎡です。
期間は、平成２４年１月１日から平成２６年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１万５千円です。
借り人は、前号のＭ・Ｓさんです。これも新規です。
調査委員は、鮫島委員です。



次の受付番号３０５号から３１２号の貸人は、Ｎ・Ｓさん、Ｓ自治会の方です。
申請地は、神川西道原一４０５０番８、地目は畑、地積は２９７㎡。

次に神川西大久保４０５２番１１６、地目は畑、地積は６６７㎡。
次に神川東道原一４０６２番８、地目は畑、地積は１，６１９㎡。
次に神川東道原一４０６４番４、地目は畑、地積は２９７㎡。
次に神川東道原一４０６４番６、地目は畑、地積は７９３㎡。
次に神川東道原一４０６４番１０、地目は畑、地積は１，０１５㎡。
次に神川桜原８３８８番、地目は畑、地積は８０３㎡。
次に神川桜原８３９５番、地目は畑、地積は９８８㎡で合計６，４７９㎡です。

期間は、平成２４年１月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で３万５千円です。
借り人は、前号のＭ・Ｓさんです。これも新規です。
調査委員は、鮫島委員です。

次の受付番号３１３号から３３０号の貸人は、Ｙ・Ｉさん、Ｓ自治会の方です。
申請地は、神川西道原一４０４３番２、地目は畑、地積は９４２㎡。

次に神川西大久保４０５２番３８、地目は畑、地積は１，７８５㎡。
次に神川西大久保４０５２番４１、地目は畑、地積は１，４７６㎡。
次に神川東大久保４０５３番１７、地目は畑、地積は２，０１６㎡。
次に神川二子塚８０８６番、地目は畑、地積は１，１８３㎡。
次に神川二子塚８０８９番、地目は畑、地積は９４５㎡。
次に神川二子塚８０９０番、地目は畑、地積は９５８㎡。
次に神川二子塚８１１４番、地目は畑、地積は５６５㎡。
次に神川二子塚８１４０番、地目は畑、地積は９９１㎡。

次に神川西大久保８２１６番、地目は畑、地積は１，４９０㎡。
次に神川石ヶ峯８２６０番１、地目は畑、地積は１，８３３㎡。
次に神川石ヶ峯８２７８番、地目は畑、地積は１，１１０㎡。
次に神川石ヶ峯８２７９番、地目は畑、地積は１，１２０㎡。
次に神川石ヶ峯８２８０番、地目は畑、地積は１，０４７㎡。
次に神川西道原８２９０番、地目は畑、地積は９２５㎡。
次に神川西道原８２９２番、地目は畑、地積は１，０６４㎡。
次に神川横尾８５５５番４、地目は畑、地積は１，０３４㎡。
次に神川猿掛８７８７番８９、地目は畑、地積は９２５㎡で、合計２１，４０９㎡となって
います。

期間は、平成２４年１月１日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で７万円です。
借り人は、前号のＭ・Ｓさんです。これも新規です。
調査委員は、鮫島委員です。

次に受付番号３３１号の貸人は、Ｍ・Ｕさん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、神川原田３２２０番、地目は田、地積は１，２７１㎡です。
期間は、平成２４年１月１日から平成２９年１２月１４日までとなっています。
小作料は、２万４千円です。
借り人は、Ｍ・ＫさんでＫ自治会の方です。新規となっています。
調査委員は、德永委員となっております。

次に受付番号３３２号の貸人は、Ｋ・Ｙさん、Ｙ自治会の方です。
申請地は、田代麓段１７３５番１、地目は畑、地積は７３６㎡です。
期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、３千円です。
借り人は、Ｋ・ＳさんでＫ自治会の方です。新規となっています。
調査委員は、樋渡委員です。



次に受付番号３３３号の貸人は、Ｋ・Ｏさん、Ｉ自治会の方です。
申請地は、田代麓段１７３６番、地目は畑、地積は１，９７６㎡です。
期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、８千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんです。これも新規です。
調査委員は、樋渡委員です。

次に受付番号３３４号から３３６号までの貸人は、Ｍ・Ｍさん、Ｙ自治会の方です。
申請地は、田代麓段１７３４番１、地目は畑、地積は６０６㎡。

次に田代麓段１７３４番２、地目は畑、地積は６７０㎡。
次に田代麓段１７３４番４、地目は畑、地積は１２６㎡で、合計１，４０２㎡です。

期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で６千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんです。これも新規です。
調査委員は、樋渡委員です。

次に受付番号３３７号と３３８号の貸人は、Ｍ・Ｏさん、Ｓ自治会の方です。
申請地は、田代麓グミノ木３３１８番４、地目は畑、地積は１，３５８㎡。

次に田代川原菖蒲ヶ迫５９５１番５、地目は畑、地積は１，６２６㎡です。
期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で１万８千円です。
借り人は、Ｋ・ＭさんでＳ自治会の方です。これは新規となっています。
調査委員は、樋渡委員としていますが、場所的には鍋委員の処のようですが宜しいでしょ

うか。Ｍさんについての内容は承知されていますか。

鍋委員 はい。

事務局 はい。解りました。
調査委員は、鍋委員の方にお願いしたいと思います。

次に受付番号３３９号と３４０号の貸人は、Ｗ・Ｙさん、Ｉ自治会の方です。
申請地は、田代麓中渡瀬１５７２番、地目は田、地積は１，８７６㎡。

次に田代麓中渡瀬１５７７番１、地目は田、地積は２，４１９㎡です。
期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、２万１千円です。
借り人は、Ｋ・ＫさんでＳ自治会の方です。これも新規となっています。
調査委員は、樋渡委員です。

一応ここまでを提案したいと思います。
調査委員は、権利の取得に関する要件を中心に報告ください。

議 長 東郷委員、貫見委員、鮫島委員、德永委員、樋渡委員、鍋委員の順に調査報告をお願いし
ます。

３番
東郷委員

はい、報告致します。今年まで稲を作っていらっしゃいましたが、年を取って出来なく
なったということでした。Ｋ・Ｋさんがショウガを植える場所を探していたところ、作って
もらえないかということで現場も見に行ってきましたが、道路が無いということから道路の
準備をするということで、頑張ってくださいということで話したところでございます。今
ショウガ作りに燃えていますので、頑張ってくれると思いますが、皆様のご審議をお願いし
ます。

１２番
貫見委員

ご報告致します。受付番号２９２号の借り人のＫ・Ｔさんは 歳ではございますが、肉用
牛を専門に経営されておりまして、全ての要件はクリアしていると思います。認定農業者で
はございませんが、継続でございますので何ら問題ないと思います。宜しくお願いします。



１３番
鮫島委員

ご報告致します。２９３号から３３０号ということで大変筆数も多い訳ですが、Ｍ・Ｓさ
んはＳ自治会の方であります。一昨年まで鹿屋の組合食肉に勤めておられ、その間勤めなが
ら母親と二人で生産牛を２０頭ほど兼業でやっておられたたということです。今回補助事業
等を導入して、大型機械や牛の増頭などをして規模の拡大を図りたいということです。今ま
で闇小作と申しましょうか、それらも含めて今回新たにこれを機に全部の契約をされたとい
うことでございます。意欲を充分持っておられ、技術的にも兄さんが畜連に勤められており
色々アドバイスを貰っているということと、自治会内でも畜産部にも入って活動されておら
れるようでございますので、何ら問題ないのではないかと思いるところでございます。審議
のほどを宜しくお願いします。

１９番
德永委員

３３１号の契約について説明いたします。貸人のＭ・Ｕさん 歳、高齢でありまして農業
は出来ません。昨年まで原田３２２０については個人契約をしていた田です。耕作されてい
た方が体調を崩されて何方かいらっしゃらないかということで、Ｍ・Ｋさんを紹介したとこ
ろです。借り人のＭ・Ｋさんは、昨年の１２月から今年の１１月末まで姶良市にある有機農
業研修組合で１年間実習をされてきた方で、帰ってから新たに有機農業を行うという意欲的
な方で、土地を探していたところでしたので話が進みました。小作料の２万４千円ですが、
これまで借りておられた方が３万６千円で借りておられまして、それでは少し高いのではな
いかということで話し合いまして、２万４千円に下げて頂きましてそれで行きましょうとい
うことになった訳であります。Ｍ・Ｋさんは独身ではありますが、先ほど申しましたように
１年間有機農業の研修も受けてきており、意欲もあるような方ですのでこの件については問
題ないと思います。

９番
樋渡委員

ご報告致します。Ｋ・Ｏさんとなっておりますが、Ｋ・Ｏさんのお父さんが牛を飼ってお
られましたが、年をとられましたので後継者としてやって行きたいという気がありました
が、やらないということになり畜産を止められたことから、Ｋ・Ｙさんの土地まで耕作して
おられましたので、それを今回Ｋ・Ｓさんが作ってくれるということであります。Ｓさん
は、認定農業者でもあり全ての要件をクリアしている方であると私は思っております。

この２ヶ所とも条件面で大型機械も入れるように舗装もしてあり条件もいいところで、
Ｋ・Ｓさんは喜んで了解してもらったところです。Ｋ・Ｓさんは、この地域内で規模拡大を
したいということで頑張っておられますので、何ら問題ないと思いますので宜しくお願いし
ます。

８番
鍋委員

３３７号と３３８号につきましては、今年の５月までは茶を植えてありましたが耕作され
ていた方が、最近の低迷と品種も遅番で品種も悪いことから返還されました。ところが耕作
放棄地になっていましたので、今年から来年にかけての錦江町田代地区の農地利用集積円滑
化事業の関係で相談に行きまして、良い人がいたらということになりまして抜根ということ
が条件になりまして、Ｋ・Ｍさんという方に相談しましたところ長尾団地の南部開発の周辺
に１町歩ほど耕作されていまして、隣接地でもありますので相談しましたところ成立したと
ころであります。

Ｋ・Ｍさんにつきましては、認定農業者でもありますし、大根、甘藷、長尾団地につきま
しては甘藷を作付されて、この土地についてもそのような予定であるというようなことで、
何ら申し分ないと思っております。宜しくお願いします。

９番
樋渡委員

引き続き私が報告します。Ｍ・Ｍさんの畑ですが、先ほど報告しましたＫ・Ｙさん、Ｋ・
Ｏさんの畑と隣接しておりまして、今鍋委員が言われましたとおり遊休農地の解消と土地の
集積という事業に乗っかってＫ・Ｓさんが引き受けてくださったものです。Ｍ・Ｍさんの処
は、茶畑ですので茶を処分して甘藷を作るということです。

それからＲ・Ｙさんは、今年まで米を作っていらっしゃましたて、息子さんが休みに帰っ
てきてされていましたがそれも出来ないということで、今回Ｋ・Ｋさんにお願いしたところ
引き受けてもらいました。Ｋさんは、認定農業者で全ての要件を満たしている方ですので何
ら問題ないと思います。以上です。宜しくお願いします。

議 長 只今、６名の委員から調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等があ
りましたら出して頂きたいと思います。

事務局 事務局から宜しいでしょうか。

議 長 はい。



事務局 Ｋさんの分ですが、ここ最近小作を５，５７１㎡されておりますが、この農地の利用状況
はどのようなものでしょうか。ということとＭ・Ｋさん、有機農業を行うということで今報
告がありましたが、有機農業を行うことによって周辺農地への影響とかその辺りへの心配、
指導関係はどのようなことでしょうかということで２方にお願いします。

東郷委員 最初のＫさんですが、昨日も話をしまして、ショウガ植えが来年の４月ですので、それま
で堆肥入れなど準備だそうです。昨日見に行った現場は、道路も入れなければならないとい
うことで植え付けまでにしなければならないということで、頑張らなければいけませんよと
励ましたところでした。

議 長 はい。

鍋委員 今東郷委員がおっしゃったように、年が明けてからというようなことでありまして、荒れ
た土地でありまして農地利用円滑化事業でおこなうということですので、補助金の中で工事
もしてもらえる部分から行うということでした。

德永委員 Ｋさんは、良質の有機堆肥をハウスの中で作るとのことです。有機農業が軌道に乗るまで
は２年近くかかるであろうということで、軌道に乗ったら神川で有機農業に協調される方が
おられたら一緒にやって行きたいという考えを持っておられます。

全委員 なし。

議 長 他に無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２９１号から３４０号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２９１号から３４０号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次の受付番号３４１号から３４４号までは安水委員の事案となっていますので、安水委員
は本件に参与できませんのでそのつもりでお願いします。

受付番号３４１号と３４２号の貸し人は、Ｔ・Ｏさん南大隅町の方です。
申請地は、田代麓崩内２３４２番３、地目は田、地積は１，３５５㎡。

次に田代麓崩内２３４２番４、地目は田、地積は５１９㎡です。合計１，８７４㎡です。
期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、全部で９千円となっております。
借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｙ自治会の方です。これは新規となっています。
調査委員は、樋渡委員です。

受付番号３４３号の貸し人は、Ｋ・ＹさんＹ自治会の方です。
申請地は、田代麓崩内２３４２番５、地目は田、地積は１，２０４㎡です。
期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、６千円となっております。
借り人は、前号のＹ・Ｙさんです。これも新規です。
調査委員は、樋渡委員です。

受付番号３４４号の貸し人は、Ｅ・ＨさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代麓崩内２３４２番６、地目は田、地積は８６２㎡です。
期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、４千円となっております。
借り人は、Ｙ・ＹさんでＹ自治会の方です。これも新規です。
調査委員は、樋渡委員です。
調査報告は、権利の取得要件を中心に報告してください。

議 長 樋渡委員調査報告をお願いします。



９番
樋渡委員

調査報告致します。３４１から３４２のＴ・Ｏさんは、今年４月にあっせんで上がってい
た物件です。Ｅ・Ｈさんは、先月あっせんで上がってきた土地であります。Ｙさんにお願い
した一番の点は、Ｔ・ＯさんとＥ・Ｈさんの間にＫ・Ｙさんの田があったものですので、今
年Ｙさんは大豆を作っておられて、隣接して間にあり耕作するのに無駄が出るということ
で、Ｙさんのここもまとめて、この辺りが全部まとまったらＹさんが作ってくださるという
ことで、貸してもらえませんかとお願いしたところ、３４１から３４４の４筆が畦を取って
１枚にまとめられるということで、Ｙさんにお願いしたら快く引き受けてもらいました。そ
れと皆さんもご存じのとおりＹさんは農業委員もしていらっしゃるし、認定農業者でもある
し、全ての要件を備えている方でありますので何ら問題ないと思いますので宜しくお願いし
ます。

議 長 受付番号３４１号から３４４号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。
全委員 はい。

議 長 それでは受付番号３４１号から３４４号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号３４１号から３４４号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 受付番号３４５号の貸し人は、Ｅ・ＯさんＩ自治会の方です。
申請地は、田代麓ホケノ頭１２８５番２、地目は畑、地積は７６２㎡です。
期間は、平成２３年１２月２０日から平成２８年１２月１４日までとなっています。
小作料は、１０ａ当たり８千円となっております。
借り人は、Ｈ・ＳさんＳ自治会の方です。これは新規となっています。
調査委員は、樋渡委員です。

議 長 樋渡委員調査報告をお願いします。

９番
樋渡委員

報告致します。Ｅ・Ｏさんの物件は、今年までＫ・Ｍさんという方が借りておられまし
て、今回Ｍさんが作らないということで、Ｈ・Ｓさんにお願いした物件です。Ｈ・Ｓさんは
認定農業者でもあり現在親子４人で甘藷作りと水稲を栽培されております。昨日もこの地域
の畦の草払いとかそのような管理をきちっとされていました。機械等も全て揃えております
ので、何ら支障はないし、認定農業者でもあり頑張っておられますので、何ら問題は無いと
思いますので宜しくお願いします。

議 長 受付番号３４５号の調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等があり
ましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号３４５号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号３４５号は原案のとおり決定しました。
議案第３３号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農地利用集積計画利

用権設定の錦江町長に対する要請についてを終わります。

以上をもちまして、平成２３年第９回錦江町農業委員会総会の付議事項を終わります。



会長

１２番

１３番

議 事 録 調 整 者 折 久 木 ま り 子


